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広　告

　児童手当を受けている方は、毎年６月に「現況届」
を提出しなければなりません。この届け出は、６月
１日現在の状況を確認し、児童手当を引き続き受け
られるかどうかを審査するためのものです。
　この届け出がないと、６月分以降の手当が受けら
れなくなりますのでご注意ください。
　

　・健康保険被保険者証の写し（請求者のもの）
　・その他、必要に応じて提出する書類
　　（平成28年１月１日時点で城里町に住民登録を
　  　していなかった方は所得課税証明書、養育して
　  　いる児童と別居している場合は別居監護申立
　  　書と児童の属する世帯全員の住民票など）
　
　
　現在、児童手当を受給されている方には、個別に
現況届の用紙を送付しますので、必要事項を記入・
押印のうえ、必要書類を添えて６月30日（木）までに
福祉こども課（城里町役場本庁舎１階）へ提出してく
ださい。

問合せ　福祉こども課　☎029－353－7265（直通）

児童手当現況届の提出について児童手当現況届の提出について

現況届に必要な書類

　

取
引
ま
た
は
証
明
に
使
用
す
る
は

か
り（
計
量
器
）は
、
２
年
に
１
度
の

定
期
検
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。
城
里
町
で
は
、
左
記
の
日
程

で
実
施
し
ま
す
の
で
、
最
寄
り
の
会

場
で
必
ず
受
検
し
て
く
だ
さ
い
。

　

所
在
場
所
で
の
検
査
を
希
望
さ
れ

る
場
合
は
、
計
量
士
に
よ
る
巡
回
検

査（
別
途
料
金
）の
制
度
も
あ
り
ま
す

の
で
ご
利
用
く
だ
さ
い
。
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６
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／
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６
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／
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付
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３
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か
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農
産
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、
出
荷
の
た
め
に
使
用

　

す
る
は
か
り
（
米
の
庭
先
取
引
用

　

も
対
象
）

エ　

事
業
所
の
受
入
、
出
荷
の
取
引
、

　

内
容
量
お
よ
び
品
質
表
示
の
た
め

　

に
使
用
す
る
は
か
り
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宅
配
便
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荷
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出
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用
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貴
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学
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園
、
保
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康
診
断
や
身
体
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査
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に
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用
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か
り

ク　

法
令
等
に
よ
り
公
共
機
関
へ
報

　

告
、
ま
た
は
統
計
用
は
か
り

定
期
検
査
が
免
除
さ
れ
る
は
か
り

ア　

新
規
に
購
入
し
た
は
か
り
（
初

　

回
の
検
査
は
３
年
を
超
え
な
い
範

　

囲
で
１
回
受
け
て
く
だ
さ
い
）

イ　

計
量
士
に
よ
る
検
査（
代
検
査
）

　

を
受
け
た
は
か
り

※

家
庭
用
計
量
器
は
、
取
引
・
証
明

　

に
使
用
で
き
ま
せ
ん
。
ま
た
、
検

　

査
の
対
象
に
も
な
り
ま
せ
ん
。

　

平
成
28
年
度
金
婚
式
の
申
し
込
み

を
受
け
付
け
ま
す
。

金
婚
式
期
日　

９
月
19
日（
月
・
祝
）

※

敬
老
会
式
典
と
あ
わ
せ
て
行
い
ま
す
。

対
　
象　

昭
和
42
年
３
月
31
日
以
前

　

に
婚
姻
届
を
提
出
さ
れ
た
ご
夫
婦

提
出
書
類　

戸
籍
抄
本
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込
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６
月
30
日（
木
）
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込
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城
里
町
役
場
本
庁
舎
長
寿

　

応
援
課
、
桂
支
所
、
七
会
支
所
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催
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問
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事業の種類

口座振替利用無

労働者負担 事業主負担 雇用保険料率

納　期 第１期 第２期 第３期

一般事業 4／1,000（5／1,000） 7／1,000（8.5／1,000） 11／1,000（13.5／1,000）

建設事業 5／1,000（6／1,000） 9／1,000（10.5／1,000） 14／1,000（16.5／1,000）

９月６日（火） 11月14日（月） ２月14日（火）口座振替納付日
７月11日（月） 10月31日（月） １月31日（火）

農林水産
清酒製造 5／1,000（6／1,000） 8／1,000（9.5／1,000） 13／1,000（15.5／1,000）

平成28年度労働保険  年度更新の申告・納付のお知らせ
　平成28年度労働保険における年度更新の申告・納付期間は、６月１日から７月11日（月）までです。
また、平成28年４月１日より雇用保険料率が引き下げられました。
　労働保険料の納付は、口座振替制度をご利用ください。申請手続きを１度行えば、翌年度以降も継
続して口座振替による納付ができ、納期限の延長もされます。詳細は、問合せ先までお問い合わせく
ださい。

平成28年度労働保険  年度更新の申告・納付のお知らせ

雇用保険料率

納付日

問合せ　茨城労働局　総務部　労働保険徴収室（〒310－8511  水戸市宮町１丁目８番31号）
　　　　☎029－224－6213　　　http://ibaraki-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/

　

ひ
ざ
の
痛
み
を
お
持
ち
の
方
に
向

け
た
医
療
市
民
講
座
を
開
催
し
ま
す
。

参
加
費
無
料
、
無
料
自
宅
送
迎
サ
ー

ビ
ス（
要
申
込
）、
無
料
シ
ャ
ト
ル
バ

ス
も
あ
り
ま
す
。
お
気
軽
に
ご
参
加

く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
講
座
の
前
後
に
は
医
師
・

理
学
療
法
士
に
よ
る
個
別
相
談（
要
申

込
）や
ひ
ざ
痛
予
防
教
室（
申
込
不
要
）

も
あ
り
ま
す
。

日
　
時　

６
月
26
日（
日
）

　

午
後
２
時
〜
３
時
40
分

場
　
所　

医
療
専
門
学
校
水
戸
メ
デ

　

ィ
カ
ル
カ
レ
ッ
ジ　

３
階
講
堂

テ
ー
マ　
「
ひ
ざ
の
痛
み
の
原
因
を
知

　

ろ
う
！　

〜
痛
み
の
原
因
に
あ
わ

　

せ
た
治
療
方
法
〜
」

講
　
師　

北
水
会
記
念
病
院

　

整
形
外
科　

塚
田　

幸
行  

医
師
、

　

森　

翔　

理
学
療
法
士

対
　
象　

ひ
ざ
の
痛
み
に
お
悩
み
の

　

方
や
そ
の
家
族

定
　
員　

２
０
０
名（
要
申
込
）

申
込
方
法　

電
話
ま
た
は
メ
ー
ル
に

　

て
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

申
込
期
限　

６
月
20
日（
月
）

※

定
員
に
達
し
次
第
、
締
め
切
り

左：28年度、（　）：27年度
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